
議案第 38号

橋本市立こども園条例及び橋本市立保育所条例の一部を改正する

条例について

橋本市立こども園条例及び橋本市立保育所条例の一部を改正する条例につい

て、別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和 5年 2月 27日  提出

橋本市長 1平木 哲朗

-123-



I

トユ

N
トドゝ

I

橋本市立こども園条例及び橋本市立保育所条例の一部を改正する条例

(橋本市立 こども園条例の一部改正 )

第 1条  橋本市立 こども園条例 (平成 19年橋本市条例第 22号 )の 一部 を次のよ うに改正す る。 なお、改正部分は、次の表 中下

線の部分である。

(橋本市立保育所条例の一部改正)

第 2条 橋本市立保育所条例 (平成 18年橋本市条例第 134号 )の 一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線

の部分である。

附 則

(施行期 日)

と この条例は 、令和 5年 4月 1日 か ら施行す るc

(適用区分 )

2 この条例による改正後の指定管理者の指定の期間は、 この条例の施行の 日以後に した指定管理者 の指定について適用 し、同

日前 に した指定管理者の指定にっいては、なお従前の例による。

改正前

(指 定管理者の指定の期間)

第 14条  指定管理者がこども園の管理を行 う期間は、指定の日から起算

して 5年間とする。

改正後

(指 定管理者の指定の期間 )

第 14条  指定管理者が こども園の管理 を行 う期間は、指定の 日か ら起算

して 10年 間 とする。

改正前

(指 定管理者の指定の期間 )

第 7条 指定管理者が休育園の管理 を行 う期間は、指定の 日か ら起算 して

5年間 とす る。

改正後

(指 定管理者の指定の期間 )

第 7条  指定管理者 が保育園の管理 を行 う期間は、指定の 日か ら起算 して

10年 間 とす るc


